
222 

 

１４ 第３４条【綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等】 

第３４条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物（以下「綿花類等」とい

う。）の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。 

（１） 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこ

と。 

（２） 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入

りさせないこと。 

（３） 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこ

と。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に

応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ず

ること。 

（４） 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ１日１回以上安全な場所

において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。 

（５） 再生資源燃料（別表第８備考第５号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。）

のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のお

それがあるもの（以下「廃棄物固形燃料等」という。）を貯蔵し又は取り扱う場合

は、次によること。 

   イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこ

と。 

   ロ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場は、適切な温度に保持された廃棄物固形化

燃料等に限り受け入れること。 

   ハ ３日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時において

も速やかな拡大防止の措置を講ずることができるよう５メートル以下の適切な

集積高さとすること。 

   ニ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃

棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。 

２ 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技

術上の基準によらなければならない。 

（１） 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場合には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱って

いる旨を表示した掲示板を設けること。 

（２） 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類（別表第８備考第９号に規定

する合成樹脂類をいう。以下同じ。）以外のものを集積する場合には、１集積単位

の面積が２００平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互

間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源

燃料及び石炭・木炭類（同表備考第７号に規定する石炭・木炭類をいう。）にあっ

ては温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資
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源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限

りでない。 

区    分 距    離 

（１） 面積が５０平方メートル以下の集積単位相互間 １メートル以上 

（２） 
面積が５０平方メートルを超え２００平方メート

ル以下の集積単位相互間 
２メートル以上 

 

（３） 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。 

   イ 集積する場合においては、１集積単位の面積が５００平方メートル以下にな

るように区分するとともに集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。

ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置

を講じた場合は、この限りでない。 

区    分 距    離 

（１） 面積が１００平方メートル以下の集積単位相互間 １メートル以上 

（２） 
面積が１００平方メートルを超え３００平方メー

トル以下の集積単位相互間 
２メートル以上 

（３） 
面積が３００平方メートルを超え５００平方メー

トル以下の集積単位相互間 
３メートル以上 

   ロ 合成樹脂を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、１メートル（別表第

８で定める数量の２０倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、３メ

ートル）以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、

開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延

焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限り

でない。 

   ハ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間

及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて

区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な

措置を講じた場合は、この限りでない。 

   ニ 別表第８に定める数量の１００倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う

場合は、壁及び天井を難燃材料（建築基準法施行令第１条第６号に規定する難燃

材料をいう。）で仕上げた室内において行うこと。 

（４） 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号

イ及びニの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。 

   イ 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けるこ

と。 

   ロ 別表第８で定める数量の１００倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおい
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て貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃

棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃

棄物固形化燃料の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設

備を設置した場合は、この限りでない。 

（１） 本条は、別表第８に掲げる指定可燃物のうち綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準を規

定したものである。『綿花類等』とは、指定可燃物のうち前条の可燃性固体類と可燃

性液体類を除くものの総称であり、綿花類、の木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず、

糸類、わら類、石炭、木炭類、木材加工品及び木くず、合成樹脂類、紙類、穀物類、

布類などがある。 

（２） 本条でいう『貯蔵及び取扱い』は、次のことをいう。 

ア 貯蔵及び取扱いに該当する場合 

条例別表第 8 の品名欄に掲げる物品の数量以上の指定可燃物を倉庫において貯蔵

する場合又は工場において製造、加工する場合、並びに工事用資機材として貯蔵し又

は取り扱う場合等 

「貯蔵」とは、保管を目的として屋外、倉庫内等に集積することをいう。 

「取扱い」とは、指定可燃物に係る製 aa造・加工等をいう。 

イ 貯蔵及び取扱いに該当しない場合 

（ア） 日常的に使用される事務所のソファー及び椅子等、ホテル等におけるベッド

類、図書館の図書類、学校の机等 

（イ） 倉庫の保温保冷のための断熱材として使用されているもの。 

（ウ） 百貨店等において陳列、展示しているもの。 

（エ） 美術品、芸術品等として展示しているもの。 

（オ） 施工された時点の建築物の断熱材、地盤の改良材、道路の舗装材等 

（カ） ビールケース、ダンボール、パレット等を搬送用の道具等として使用する場

合 

   《ビールケースの例》 
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   《指定可燃物ケースを搬送用として使用した例》 

  ※ケースが合成樹脂類であっても同様とする。 

   《パレット（木材加工品・合成樹脂類）の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンボール 
（紙類等） 

（合成樹脂類に該当する商品を紙類等のケ

ースに収納して倉庫等に保管する場合は商

品のみが指定可燃物に該当する。） 
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≪別表第８の品名欄に掲げる物品の分類早見表≫ 

品 名 数 量 具体的な物品名 綿花

類等 
紙類

等 

可燃性固

体類等 

可燃性液

体類等 

綿花類 200㎏ 製紙工程前の原毛・羽毛 〇    

木毛及びかんなくず 400㎏ 製材中に出るかんなくず 〇    

ぼろ及び紙くず 1,000㎏ 衣服・古新聞・古雑誌 〇    

糸類 1,000㎏ 綿糸・麻糸・化学繊維糸・糸類 〇    

わら類 1,000㎏ 乾燥わら・乾燥い草 〇    

再生資源燃料 1,000㎏ 廃棄物固形化燃料(RDF) 〇    

可燃性固体類 3,000㎏ アスファルト・クレゾール   〇 〇 

石炭・木炭類 10,000㎏ 練炭・豆炭・コークス 〇    

可燃性液体類 2㎥ 潤滑油・グリス   〇 〇 

木材加工品及び木くず 10㎥ 家具類・廃材・パレット 〇    

合成樹脂

類 

発泡させ

たもの 
20㎥ 発泡ウレタン・発泡スチロ

ール・断熱材 
〇    

その他の

もの 
3,000㎏ ゴムタイヤ・合成ゴム・天

然ゴム・樹脂パレット 

〇    

紙類 10,000㎏ 段ボール・用紙類 〇 〇   

穀物類 20,000㎏ 小麦粉・米粉 〇 〇   

布類 10,000㎏ 天然繊維・化学繊維の反物 〇 〇   

 ※指定数量５分の１以上指定数量未満の第４類

に掲げる動植物油類 

   〇 
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 備考 

（１） 綿花類とは、不燃性又は難燃性ではない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 

（２） ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性ではないもの（動植物油がしみ込んでいる布又は紙くずは

これらの製品を含む。）をいう。 

（３） 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸（糸くずを含む。）及び繭をいう。 

（４） わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。 

（５） 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２第４類

に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。 

（６） 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの（１気圧において、温度

２０度を超え４０度以下の間において液状となうもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当する

ものを含む。）をいう。 

   イ 引火点が４０度以上１００度未満のもの 

   ロ 引火点が７０度以上１００度未満のもの 

   ハ 引火点が１００度以上２００度未満で、かつ、燃焼熱量が３４キロジュール毎グラム以上であ

るもの 

   ニ 引火点が２００度以上で、かつ、燃焼熱量が３４キロジュール毎グラム以上であるもので、融

点が１００度未満のもの 

（７） 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、

活性炭及びこれらに類するものを含む。 

（８） 可燃性液体類とは、法別表第１備考第１４号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備

考第１５号及び第１６号の総務省令で定める物品で１気圧において温度２０度で液体であるもの、

同表備考第１７号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で１気圧において

温度２０度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品（１気圧において、温度２０度

で液状であるものに限る。）で１気圧において引火点が２５０度以上のものをいう。 

（９） 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性ではない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹

脂及び合成樹脂くず（不燃性又は難燃性ではないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを

含む。）をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 

（１０） 紙類とは、用紙、和紙、板紙、ルーフィング及び段ボールをいう。 

（１１） 穀物類とは、米粉、麦粉、ぬか、でん粉、大豆粉、粉乳及び砂糖をいう。 

（１２） 布類とは、不燃性又は難燃性でない織物生地及び織物製品をいう。 
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（３） 綿花類等について規定する別表第８の品名欄に掲げる物品の基準は、次によること。 

  ア 綿花類 

  （ア） 『綿花類』は、天然繊維、合成繊維の別は問わず、羽毛もこれに該当する。 

  （イ） 『不燃性』とは、着炎した場合にそれ自体が燃焼しないものをいう。不燃性の

繊維の例として、アスベスト、ガラス等無機質の繊維などがある。 

  （ウ） 『難燃性』とは、着炎した場合にそれ自体は燃えるが、燃焼して燃焼しないも

のをいう。具体的には「４５度傾斜バスケット法燃焼試験基準」に適合するもの

が該当し、例として、塩化ビニリテン系のもの等がある。 

  （エ） 『トップ状の繊維』とは、原綿又は原毛を製綿製毛機にかけて、１本１本の細

かい繊維をそろえて帯状に束ねたもので、製糸工程前の状態のものをいう。 

  （オ） 『繊維』とは、植物繊維、動物繊維、鉱物繊維及び化学繊維をいう。ただし、

動物繊維のうち、まゆは除く。 

  （カ） 繊維の燃焼性による区分は次表による。ただし、可燃性の物品で難燃化の処理

をしたものは指定可燃物等に該当しない。 

 

≪繊維の分類≫ 

区分 繊維の例 

不燃性 ガラス繊維、金属繊維、アスベスト、ホウ素繊維、炭素繊維 

難燃性 
フッ素繊維、塩化ビニリデン系繊維、ポリ塩化ビニル系繊維、

ポリクラール、芳香族ナイロン、フェノール系繊維 

可燃性 

ビニロン、ナイロン、アセテート、アクリル繊維、レーヨン

（ビスコース法によるもの）、キュプラ、ポリプロピレン繊

維、ポリエチレン繊維、綿、麻 
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【参考】≪４５度傾斜バスケット法燃焼試験基準≫ 

４５度傾斜バスケット法燃焼試験基準 

１ 燃焼試験装置 

  燃焼試験装置は、別図（略。以下同じ。）第１の燃焼試験箱、別図第２の試験体支持

わく及び別図第３のバスケット、又は別図第２の試験体支持わく、試験体支わくを４５

度の傾斜に保つことのできる装置及び別図第３のバスケットであること。 

  燃焼試験箱を用いないで行う試験は、湿度６５％、温度２０±５度の静穏な室内で行

うこと。 

 

２ 試験体 

(１) 試験体は、同一試料の中から無作為に採取した重さ１０ｇのもの３体とする。 

(２) 試験体は、燃焼試験を行う前に５０±２度の恒温槽内に２４時間放置した後、シリ

カゲル入りデシケーター内に２時間放置したものとすること。ただし、熱による影響

を受けるおそれのない試験体にあっては、１０５±２度の恒温槽内に１時間放置し

た後シリカゲル入りデシケーター内に２時間放置したものとすることができる。 

 

３ 試験方法 

(１) 試験体を、バスケットに均一になるように詰めてふたを固定し、燃焼試験箱内又は

４５度の傾斜に保つことのできる装置に装着した試験体支持わくの金網の上に容易

に移動しない方法で支持すること。 

(２) 試験体の別図第４に示す位置（試験体の下辺中央部より４．５ｃｍ上方）に固形燃

料（重さ０．１５ｇ、直径６．４ｍｍ、厚さ４．３ｍｍのヘキサメレンテトラミン）

を容易に移動しないこと。 

(３) 点火は、マッチにより行い、点火後は火源の周囲を静穏な状態に保ち、燃焼が終了

するまで放置すること。 

 

４ 試験結果と判定基準 

炭化長は、別図第５により透視的に測定した試験体の炭化部分について、縦方向の最

大の長さとし、３の試験体について、そのうち最大の長さ１２０ｍｍ以下で、かつ、そ

の平均値が１００以下であること。 

   

イ 木毛及びかんなくず 

  （ア） 『木毛及びかんなくず』は、単位重量に対して表面積が大きいため、燃焼しや

すいという危険性があることから規制されるものである。 

  （イ） 『木毛』とは、細薄なヒモ状に木材を削ったものをいい、木繊維（しゅろの皮、

やしの実の繊維）も含まれる。 
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  （ウ） 『かんなくず』とは、手動又は電気かんなを使用して、木材の表面加工の際に

出る薄面状のものをいう。ただし、製材所等の製材過程において出るおがくず

は、『木材加工品及び木くず』のうち『木くず』で規制されることから『かんな

くず』には含まれない。 

  ウ ぼろ及び紙くず 

  （ア） 『ぼろ及び紙くず』とは、繊維製品、紙及び紙製品で、それらの製品が本来の

製品価値を失い一般需要者の使用目的から離れ廃棄されたものをいい、例えば、

古新聞、古雑誌等のくずや製本の切れ端、古ダンボール、用いられなくなった衣

類等が該当する。ただし、ぼろのうち機械圧縮して金属製の帯により梱包された

商品ウエスは、ぼろに該当せず、梱包をといたもの又は荒縄等で手締めをしたも

のは、ぼろに含まれる。 

  （イ） パルプは紙くずに含まれない。 

  エ 糸類 

  （ア） 『糸類』とは、紡績工程後の糸及びまゆをいい、綿糸、毛糸、麻糸、化学繊維

系、スフ系、合成樹脂性の釣糸等がある。なお、天然、合成の別は問わないもの

である。 

  （イ） 不燃性又は難燃性の判定は、前ア『綿花類』の基準によること。 

  オ わら類 

  （ア） 『わら類』のうち、わら製品としては、例えば、俵、こも、なわ、むしろ等が

該当する。 

  （イ） 『乾燥藺』とは、藺
い

草
ぐさ

を乾燥したものをいい、畳表、畳床、畳、ゴザ等も含ま

れる。 

  （ウ） 干し草のうち、含水量１１％以上の乾燥した葉たばこは、わら類には含まれな

い。 

  （エ） 『乾燥わら』及び『干し草』には、自然発火性がある。 

  カ 再生資源燃料 

    指定可燃物の品名として指定されている木材加工品及び木くずを成型して燃料と

したものは、木材加工品及び木くずとして、合成樹脂類のタイヤを裁断して燃料とし

たものは、合成樹脂類として取り扱う。 

  キ 石炭・木炭類 

  （ア） 『石炭・木炭類』は、自然発火性の危険性があり、燃焼発熱量が大きい等の危

険性があることから規制されるものである。 

  （イ） 『石炭類』とは、無煙炭、れき青炭、褐炭、亜炭及び泥炭のほか、練炭、豆炭、

タドン類が含まれる。 

  （ウ） 『木炭類』には、かいろ炭、コークス及び活性炭が含まれる。 

  （エ） 天然ガス又は液状炭化水素の不完全燃焼又は熱分解によって得られる黒色の微



231 

 

粉末（カーボンブラック）は、該当しないものである。 

  ク 木材加工品及び木くず 

  （ア） 『木材加工品』とは、製材した木材、板、柱、パレット、家具類等をいい、原

木及び学校、事務所等の机、椅子等現に使用中のものは含まれない。ただし、丸

太のままで使用する電柱、くい類及び建築用足場材は含まれる。 

  （イ） 『木くず』とは、廃材及びおがくずで、水に浸漬されたもの等軽く圧して水分

があふれるものはこれに含まれない。 

  （ウ） 木材加工業者の多くは石単位（１石は０．２８立米）を用いるので数量算定は

次表を目安とし、３６石を規制の範囲とすること。 

      なお、下駄は３，０００足、ベニヤ板（２ｍｍ）は１，０００枚以上で、１０

立米以上と推定すること。 

品名 １個当たりの石数 

本 箱 ０．３ 

下 駄 箱 ０．４ 

机・洋ダンス  ０．５ 

和 ダ ン ス ０．７ 

  ケ 合成樹脂類 

  （ア） 不燃性又は難燃性の判定は、ＪＩＳ Ｋ７２０１「酸素指数法による高分子材

料の燃焼試験方法」により行い、不燃性又は難燃性の物品とは酸素指数２６以上

のものとする。 

  （イ） 『発泡させたもの』とは、概ね発泡率６以上のものをいい、梱包等に用いられ

る発泡スチロールや緩衝材又は断熱材として用いられるシート等が該当する。

なお、発砲ビーズは可燃性固体類に該当する。 

  （ウ） プラスチックフィルムは合成樹脂類に含まれる。 

（エ） 合成樹脂類のうちゴムにあっては、天然ゴム、合成ゴム及び再生ゴムがあるが、

添加剤の有無、ゴムの形体（製品、半製品、原料ゴム）を問わずすべて含まれる。

ただし、ラテックス等の液状のものは含まれない。なお、これらは不飽和性が大

きいため、空気中の酸素で酸化され、発熱して自然発火する危険性を有している。 

  （オ） ゴムを主体とした製品又は半製品で、他の材料を伴う製品（ゴム長靴、タイヤ

等）又は半製品であっても、ゴムの容積又は重量において５０％以上占めるもの

は含まれる。 

  （カ） 合成樹脂類の燃焼による区分は次表による。ただし、不燃性又は難燃性の合成

樹脂であっても、可塑剤、充てん剤等の配合割合により、不燃性又は難燃性とな

らない場合がある。また、可燃性の物品で、難燃化の処理をしたものは指定可燃

物等に該当しない。 
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≪合成樹脂類の例≫ 

区 分 合 成 樹 脂 類 の 例  

不燃性 

又は 

難燃性 

フェノール樹脂（ＰＦ）、フッ素樹脂（ＰＦＥ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリ

塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ユリア樹脂（ＵＦ）、

系素樹脂（ＳＩ）、ポリカーボネイト（ＰＣ）、メラミン樹脂（ＭＦ）、フッ

素ゴム（ＦＰＭ） 

 

 

 

 

 

可燃性 

アクリルニトリル・スチレン共重合体樹脂（ＡＳ）、アクリルニトリル・プ

タジエン・スチレン共重合体樹脂（ＡＢＳ）、エチレン酢酸ビニル共重合体

樹脂（ＥＶＡ）、エポキシ系樹脂（ＥＰ）固体に限る。セルロースアセテー

ト（ＣＡマセチルセルロース）、不飽和ポリエステル樹脂（ＵＰ）、ポリアセ

タール（ＰＯＭ）、ポリウレタン（ＰＵＲ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリス

チレン（ＰＳ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡＬ）、ポリブロピレン（ＰＰ）、

ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡアクリル樹脂）、ポリメチルペンテン（Ｐ

ＭＰ）、天然ゴム（ＮＲ）、イソプレンゴム（ＩＲ）、クロロプレンゴム（Ｃ

Ｒ）、ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、プチルゴム（ＩＩＲ）、エチレン・プロピ

レンゴム（ＥＰＭ）、アクリルゴム（ＡＣＭ）、ウレタンゴム（Ｕ）、多硫化

ゴム（Ｔ） 

  コ 紙類 

  （ア） 洋紙とは、機械すき法によって作られる紙の総称をいう。新聞紙、印刷用紙、

筆記用紙、図面用紙等が該当する。 

  （イ） 和紙とは手すき法で作られる紙の総称をいう。現在では機械すきで作られてい

るものが多く半紙、襖紙が該当する。 

  （ウ） 板紙とは、洋紙のうち紙箱用の厚紙をいい、段ボール原紙、白板紙、黄板紙、

建材原紙等が該当する。 

  （エ） ルーフィングには、古紙、羊毛、綿、麻、などを原料とし、厚くすいた平滑で

柔軟な紙（ルーフィング原紙）及びこれらにアスファルト他を浸透したもの等が

該当する。 

  （オ） 段ボールとは、段ボール原紙から造られた紙箱をいう。 

  （カ） 雑誌、新聞、製本等の印刷又は製本工程を経た後、一括貯蔵されているもの及

び合成紙は紙類に該当する。 

  サ 穀物類 

    粉状のものに限って該当する。なお、不燃性の容器に収納密栓され貯蔵・保管され

ているものは、該当しないものとする。 

  シ 布類 

  （ア） 天然繊維、化学繊維の別なく布状のものは該当する。 
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  （イ） セーター等の毛編物、商品としてのウエス及び麻袋等は、布類に該当する。 

（４） 綿花類等について規定する別表第８の品名欄に掲げる物品の数量の算定は、次によ

ること。 

   ア 屋内における貯蔵又は取扱いは、建築物その他の工作物の棟単位で算定する。た

だし、建築物その他の工作物が建築基準法施行令第１１２条に規定する防火区画

で区画された場合は、別棟として算定することができる。 

   イ 屋外における貯蔵又は取扱いは、敷地単位で算定する。ただし、相互間隔が５ｍ

以上ある場合は又は防火上有効な壁、塀等によって区画された場合は、それぞれ別

の貯蔵又は取扱場所（敷地）として算定することができる。 

   ウ 指定可燃物等２以上貯蔵又は取り扱う場合は、それぞれ品名ごとに算定し、プー

ル計算しないこと。 

   エ 貯蔵又は取扱いの数量が常時変動する場合は、当該貯蔵又は取扱いに係る数量

の最大瞬間停滞量で計算とする。 

   オ 梱包材としての指定可燃物は、その指定可燃物の体積のみを算定する。 

   カ 指定可燃物等と指定可燃物等以外のものとで構築されている物品は、その指定

可燃物等の体積のみを算定する。 

キ ２以上の指定可燃物からなっている物品は、成分比の多いもの又は消火活動上

困難性が高いものの指定可燃物で算定する。 
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≪綿花類等の数量算定例≫ 

 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

【ケース１】 

屋内における貯蔵又は取扱いは、建築物

その他の工作物の棟単位で算定する。建

築物Ａと建築物Ｂを別々の貯蔵施設と

して規制。 

【ケース２】 

屋内における貯蔵又は取扱いは、原則建

築物その他の工作物の棟単位で算定す

るが、建基令第１１２条に規定される区

画がなされる場合は、別棟として規制す

ることができる。 

Ａ部とＢ部は別々の貯蔵施設として規

制。 

【ケース３】 

屋外における貯蔵又は取扱いは、原則敷

地単位で算定するが、相互間隔が５ｍ以

上ある場合又は防火上有効な壁等があ

る場合は、別々として規制することがで

きる。 

指定可燃物Ａと指定可燃物Ａ‘は別々の

貯蔵施設として規制。 
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（５） 第１項第１号『みだりに火気を使用しない』とは、必要でない火気は使用しないと

いうことであり、火気を使用するときは、安全な場所を指定して、綿花類等の性質、

作業工程等を考慮して、適切に管理された状態で火気を使用しなければならない。 

（６） 第１項第２号『みだりに出入り』には、係員以外の者の出入りであっても、管理者

等の管理権が十分に公使できる場合は、これに該当しない。 

（７） 第１項第３号『区分して整理』とは、危険物との間に１ｍ以上の空地を確保して、

整理することをいう。 

（８） 第１項第４号『廃棄』とは、埋設、又は燃焼によって他に危害を及ぼさない方法で

焼却すること等が、『その他適当な措置』とは、安全な方法で回収すること等が考え

られる。 

（９） 第１項第５号イ『適切な水分管理』とは、含有する水分を１０％以下となるように

管理することをいう。 

(１０) 第１項第５項ロ『適切な温度』とは、搬入される廃棄物固形化燃料等に応じ、あら

かじめ設定された温度以下であることをいう。 

(１１） 第２項第１号『綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識』とは、

指定可燃物貯蔵取扱所の表示をいうものであり、『防火に関し必要な事項を掲示した

掲示板』は、火気注意の表示をいうものである。 

    なお、標識のサイズ規定については、規則別表を参照すること。 

(１２) 第２項第２号『綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類以外のものを

集積』とは、屋内において集積する場合は、次の例による。 

 

 

④ 

 

【ケース４】 

指定可燃物を２以上貯蔵又は取扱う場

合は、それぞれの品名ごとに合算するも

のとし、プール計算しない。 

指定可燃物Ａは、指定可燃物Ａのみで規

制され、原則的に指定可燃物Ｂは、指定

可燃物Ｂ１と指定可燃物Ｂ２の合算で

規制されるが、指定可燃物Ｂ１と指定可

燃物Ｂ２間が③の要件を満たす場合は、

それぞれで算定してよい。 
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（１３） 第２項第２号『適温に保つための散水設備』とは、散水等の冷却効果により、廃

棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類を適温に保つことのでき

る設備をいう。 

（１４） 第２項第３号の綿花類等のうち合成樹脂を集積する場合は、次の例による。 

 

 

（１５） 第２項第３号イ『散水設備を設置する等必要な措置』とは、防水塀、スプリンク

ラー設備、水噴霧消火設備、ドレンチャー設備、屋外消火栓設備、防火シャッター

等が延焼防止上有効に設備された場合をいう。 

（１６） 第２項第３号ロ『防火上有効な塀』とは、条例３１条の３第２項第１号の防火上

有効な塀に準ずるものをいう。 

（１７） 第２項第３号ロ及びハ『水幕設備を設置する等必要な措置』とは、スプリンクラ

ー設備、ドレンチャー設備、防火シャッター等が延焼防止上有効に設置された場合

をいう。 

（１８）  第２項第３号ハ『不燃性の材料を用いて区画する』とは、難燃材料を用いて、

天井又は小屋裏まで達するように区画することをいい、その部分に開口部を設け

る場合はにあっては、防火設備である防火戸を用いることをいう。 

（１９） 第２項第３号ハ『異なる取扱い』とは、ゴム製造の精錬工程及び成型工程、プラ

スチック製造の重合工程及び成型工程その他これらに類する取扱いをいう。 

不燃材料の壁又は水幕設備等 
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（２０） 第２項第４号イ『温度測定装置』とは、タンク、サイロ内に設ける温度計、廃棄

物固形化燃料等の温度を直接計ることができる装置、サーモグラフィ等をいう。 

（２１） 第２項第４号ロ『迅速に排出できる構造』とは、コンベア等の排出機構により短

時間のうちに外部に排出することができる構造をいう。 

（２２） 第２項第４号ロ『散水設備』とは、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、連結

散水設備、貯蔵量に応じ短時間に十分な冷却・消火できる設備をいう。 

（２３） 第２項第４号ロ『不活性ガス封入設備』とは、貯蔵量に応じ、酸素濃度を十分に

低下させることができる設備をいう。 


